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軸軸
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス

恐
る
べ
き
正
体

恐
る
べ
き
正
体
❻❻

同
志
社
大
学
大
学
院
教
授
・
浜
矩
子
氏
に
聞
く

同
志
社
大
学
大
学
院
教
授
・
浜
矩
子
氏
に
聞
く

ア
ベ
政
治
に
対
置
す
る
憲
法

―
―
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
対
置

す
る
経
済
社
会
を
ど
の
よ
う

に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
ま
す
か
。

　

安
倍
政
権
が
目
指
し
て
い

る
の
は
「
強
い
国
家
」
で

す
。
そ
の
中
身
は
、
一
握
り

の
グ
ロ
ー
バ
ル
大
企
業
が
稼

ぐ
「
強
い
経
済
」
で
あ
り
、

軍
事
力
に
頼
っ
た
「
強
い
外

交
」
で
あ
り
、
民
主
主
義
や

立
憲
主
義
を
踏
み
に
じ
る

「
強
権
的
な
政
治
」
で
す
。

こ
う
し
た
「
ア
ベ
政
治
」
は

〝
壊
れ
た
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー

ト
〞
や
貧
富
の
格
差
拡
大
を

悪
化
さ
せ
ま
し
た
。

　

で
は
、
私
た
ち
の
対
案
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
―
。
こ
の

「
ア
ベ
政
治
」
に
対
置
す
る

た
め
の
、
頼
り
が
い
の
あ
る

道
先
案
内
人
を
す
で
に
私
た

ち
は
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
日
本
国
憲
法
で
す
。
グ
ロ

ー
バ
ル
競
争
の
下
、
弱
肉
強

食
や
淘
汰
の
論
理
が
は
び
こ

る
今
こ
そ
、
人
間
不
在
の
ア

ベ
ミ
ク
ス
に
対
抗
す
る
道
標

と
な
る
で
し
ょ
う
。

三
つ
の
道
標

共
存
の
叡
智

―
―
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
道

標
で
し
ょ
う
か
？

　

「
多
様
性
と
包
摂
性
の
両

立
」、「
正
義
と
平
和
の
抱
き

合
い
」、「
狼
と
子
羊
が
と
も

に
宿
る
」
―
。
こ
の
三
つ
が

実
現
し
て
い
る
。
そ
れ
が
日

本
国
憲
法
の
世
界
だ
と
思
う

の
で
す
。
二
つ
目
と
三
つ
目

は
旧
約
聖
書
の
言
葉
で
す
。

　

一
つ
目
は
、
相
互
に
異
な

る
人
々
が
受
容
力
を
持
っ
て

抱
き
合
う
世
界
で
す
。
包
摂

性
な
き
多
様
性
の
世
界
の
中

で
は
、
相
異
な
る
人
々
が
お

互
い
に
抱
き
合
う
の
で
は
な

く
て
い
が
み
合
う
。
多
様
性

な
き
包
摂
性
の
世
界
は
、
均

一
化
と
画
一
性
の
世
界
で

す
。
誰
も
が
横
並
び
の
論
理

に
従
わ
さ
れ
る
。
最
悪
な
の

が
包
摂
性
も
多
様
性
も
無
い

世
界
で
す
。
排
除
と
均
一
化

の
論
理
が
の
し
か
か
っ
て
く

る
。
全
体
主
義
の
世
界
で

す
。

　

二
つ
目
は
、
国
や
民
族
が

様
々
な
正
義
（
＝
価
値
観
）

を
主
張
し
な
が
ら
も
、
平
和

的
共
生
を
志
向
し
、
戦
争
を

外
交
の
手
段
と
し
な
い
世
界

で
す
。

　

三
つ
目
の
「
狼
」
と
「
子

羊
」
は
強
者
と
弱
者
の
象
徴

と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が

出
来
る
で
し
ょ
う
。
大
企
業

と
零
細
企
業
が
と
も
に
支
え

合
う
。
こ
の
よ
う
な
共
生
の

構
図
が
実
現
す
れ
ば
、
グ
ロ

ー
バ
ル
時
代
も
い
い
時
代
に

な
る
で
し
ょ
う
。

　

日
本
国
憲
法
の
中
に
上
記

の
三
つ
の
出
会
い
が
あ
り
ま

す
。
個
人
の
尊
重
（
13

条
）、
法
の
下
の
平
等
（
14

条
）、
前
文
と
平
和
主
義

（
９
条
）
な
ど
の
理
念
の
中

に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
出
会

い
が
息
づ
い
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代

に
人
間
が
豊
か
に
共
存
し
て

い
く
た
め
の
こ
の
叡
智
を
安

倍
政
権
は
『
自
民
党
改
憲

案
』
で
１
８
０
度
変
え
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。
７
月
の
参

議
院
選
挙
は
、
人
間
不
在
な

世
界
を
目
指
す
安
倍
政
権
に

改
憲
を
許
し
て
い
い
の
か
が

問
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

 

（
お
わ
り
）


